
様式第3号(第9条関係) 

会議結果 

   次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称 令和８(2026)年度第１回みよし市保健対策推進協議会 

開 催 日 時 
令和８(2026)年４月２２日（水） 

午後１時３０分から午後２時３０分まで 

開 催 場 所 みよし市役所２階 ２０１会議室 

出 席 者 

（会長）桜井充、(副会長) 田代和久、（委員）長谷川 喜代

美、石川邦子、藤田一良、伊藤 恵、青木正也 

（事務局） 

浅井福祉部長、加藤福祉部次長兼福祉課長、井川保険健康課

長、野々山保健師長、中川保健師長 

杉山こども相談課長、清水副主幹、関根保健師長、西山歯

科衛生士 

次 回 開 催 予 定 日 令和８(2026)年８月２６日（水） 

問 合 せ 先 

保険健康課 担当者名 中川 

電話番号0561-76-5880 

ファックス番号0561-34-3388 

メールアドレスhoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下 欄 に 掲 載 す る も の 
・議事録全文 

・議事録要約 
要約した理由 

 

 

 

１ あいさつ 

【事務局 井川保険健康課長】 

 （資料の確認） 

【事務局 浅井福祉部長】あいさつ 

【事務局 井川保険健康課長】 

（新規委員の紹介：長谷川委員、加塩委員） 

（欠席委員の連絡：島委員、加塩委員、戸田委員） 

【桜井会長】あいさつ 

【事務局 保険健康課長井川】 

  それでは議事に入らせていただきます。議事の進行につ 

きましては桜井会長にお願いします。 

【桜井会長】 

 （本日の出席委員は７名、会議は成立） 

 

２ 議題 

（１）（仮称）みよし市歯と口腔の健康づくり推進条例の制定

について 

【桜井会長】それでは議題に従いまして、議事を進めて参り 

ます。議題（１）（仮称）みよし市歯と口腔の健康づ

くり推進条例の制定について、事務局より説明をお



願いします。 

【事務局杉山】 

（（仮称）みよし市歯と口腔の健康づくり推進条例の 

制定について説明） 

【桜井会長】ただいまの事務局の説明について、ご意見ご質 

問がございましたらお願いします。 

【田代委員】現在、私は豊田加茂歯科医師会の会長をつとめ 

    ておりまして、私が在任中にみよし市にも歯科の条 

    例を作りたいという要望を歯科医師会から出してお 

り、昨年頃から担当課と条例内容について協議を進 

めてきました。近年、歯の健康、口の健康と全身の 

健康には非常に因果関係があるという様々なエビデ 

ンスが出されており、全身の健康は口からというよ 

うなことも言われています。それだけ、歯と口の健 

康は全身の健康に結びつくし、ひいては健康寿命の 

延伸にもつながってくると言われており、我々歯科 

医師の立場としましては、市民の皆さんの質の高い 

健康の確保に寄与していきたいと考えておりまし 

て、この条例を提案させていただいたという経緯が 

あります。概要の中にもありますが、歯科医師会が 

提唱しているキャンペーンでもございます「８０２ 

０運動」の達成率が現在、５０％を超えてきていま 

す。つまり、８０歳以上の人の二人に一人のお口の 

中には、歯が２０本以上残っていることになります。 

これまでは、「歯を残そう」と考えてやってきました 

が、これからは、「どう残していくか」ということが 

ポイントになってくると思います。また、特に高齢 

者の方には歯の残っている本数と認知症との関係で 

すとか、歯の本数と転倒との関係ですとか、そうい 

った様々な全身状態との関係性について近年言われ 

ております。そういったことも含めまして、歯の健 

康あるいは口の健康が全身の健康に本当に大切なん 

だということを市民の皆さんにアピールして啓発し 

ていきたいと考えております。 

【藤田委員】概要の目的についてですが、「歯と口腔の健康づ 

くりを総合的に推進し、健康寿命の延伸、その他の 

市民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄 

与」とありますが、「その他の市民」とは何をさして 

いますか。 

【事務局杉山】わかりにくい表現になっていますので、事務 

局で一度検討させていただきます。 

【藤田委員】要旨の方も併せてご検討いただけたらと思いま 

す。 



【事務局杉山】表現について、また整理させていただきます。 

【桜井会長】歯と口腔の健康についての条例ということです 

が、「歯周病」という表現はこの中に含まれています 

か。 

【田代委員】今、歯周病と糖尿病との関連性について取りざ 

たされていますので、条例の内容そのものにも「歯 

周病」という文言は当然含まれてくるとは思います。 

【事務局杉山】要旨の９「基本的施策」の（３）の中にライ 

    フステージごとに記載をさせていただいています 

が、例えば学齢期には「むし歯予防及び歯周病予 

防」、成人期においても「歯周病等の歯科疾患の予防」 

といった記載をさせていただいています。 

【桜井会長】きちんと記載がされていますね。 

【事務局杉山】糖尿病とあわせて歯周病についても周知して 

参りたいと思います。 

【桜井会長】西三河ではどこの市町村でこういった条例が制 

定されていますか。 

【事務局杉山】豊田市と西尾市だけです。 

【桜井会長】西三河地区の市町村の中では早い方ですね。 

    それでは、今のご意見を参考にしていただいて、条 

例の制定を進めていただきたいと思います。 

【事務局杉山】 

    また、各団体の意見も踏まえ、正式な案を次回、提 

案させていただきます。 

【事務局中川】 

（みよし市新型インフルエンザ等対策行動計画の改 

定について説明） 

【桜井会長】ただいまの事務局の説明について、ご意見ご質 

問がございましたらお願いします。 

【藤田委員】前回、新型コロナウイルスが発生した際に、様々 

な対応を行ったと思いますが、担当者が変わってく 

なかで、次の感染症が発生した際に、今回の経験は 

どのように活用されていきますか。 

【事務局中川】前回の新型コロナウイルスへの対応について 

は、初めてのことも多く、その都度、検討を重ねな 

がら対応して参りました。その対応の内容について 

は、担当課で記録をしているため、この先、担当者 

が変わっても対応できるよう、しっかりと引継いで 

いきます。 

【桜井会長】政府と県の行動計画と整合性をとった中で、市 

独自の項目で何を入れたら良いかというのは難し 

いですね。 

【事務局中川】国から出されている手引きがあり、市として 



行う必要のある取組みについてはこの行動計画 

（案）に盛り込まれています。 

    市独自の記載項目については、過去の経験について 

記載をさせていただいていますが、これはみよし市 

独自でやってきた取組みについて、次の感染症が発 

生した際にも活かせるように記載をしています。 

【桜井会長】過去でおこなった内容について、これからもそ 

の経験を活かしてやっていくという意味で記載さ 

れているということですね。 

【事務局中川】先程、藤田委員もおっしゃられていましたが、 

次回、感染症が発生した時のために、過去のことも 

残していかなければ次に活用されませんので、過去 

のこともこの計画に含めて記載をして行けると良 

いかと思います。 

【藤田委員】新型コロナ発生時の対応の中で、壁に貼って使 

用するチャートのようなものはありましたか。実際 

に感染症が発生したような場合には、こういった計 

画よりも、各自が行動する際にパッと見てわかるよ 

うなものがあると良いと思いますがいかがですか。 

【事務局中川】壁に貼って利用するチャートのようなものは 

作成していませんが、今回の計画とは別で、次の感 

染症が発生した時のために、そういったものも備え 

ていきたいと思います。 

【石川委員】今のご意見は、一般の人たちに対してのもので 

しょうか、それとも現場で対応する人たちに対して 

のものでしょうか。 

【藤田委員】現場で対応する人たち向けのものを言っていま 

す。今回の計画（案）をもっとかみ砕いたようなも 

のがあると、ワクチン接種ひとつとっても行動しや 

すいのではないかと思います。 

【石川委員】桜井会長も私も実際、ワクチン接種に従事して 

いましたが、わりとスムーズに行われていた印象が 

あります。 

【事務局中川】ワクチン接種は試行錯誤しながら、医療従事 

者の先生方にもご協力をいただきながら、だんだん 

とスムーズに進めることができるようになってい 

ったように感じています。ワクチン接種一つをとっ 

ても、担当者がやらなければならない様々な業務が 

ありましたので、次の感染症が起きたときに、段取 

りとしてどういったことを押さえておいた方が良 

いかといったものを目に見える形で準備しておく 

と良いと思います。 

【伊藤委員】感染症が発生した場合には、国、県、市という 



ように順番にその方針が下りてくるというイメー 

ジを持っていますが、どうでしょうか。 

【事務局中川】国から県、県から市へという流れでこの新型 

インフルエンザ等対策も行っていくことが基本 

となりますので、計画としても基本的には国、県 

に沿った形で作っていかなければならないもの 

になります。市独自で入れていく項目となると難 

しいところはありますが、過去の市独自の取組み 

を次回に活かしていくために記載させていただ 

くことはできますし、計画とは別の、実務レベル 

での体制は整えていく必要があります。 

【青木委員】みよし市は新型コロナウイルス発生時の際、市 

独自で配食サービスを速やかに開始しました。感 

染者が増えて県の対応が追い付かない状況にな 

った際にも、自宅療養者への配食サービスが滞ら 

ないよう、事業所とうまく連携しながら対応でき 

ていた自治体だったのではないかと感じていま 

す。みよし市は防災に関する協定をはじめ、様々 

な協定も結んでおり、有事に対応できる体制を整 

えています。災害の際には食品衛生協会から各避 

難所に派遣をする体制ができており、ノロウイル 

ス等の衛生点検について、誰がどの避難所に行く 

かも具体的に決まっています。 

【石川委員】消毒薬はそのウイルスに効くものとそうでない 

ものもあります。消毒薬なら何でも効果があると 

いうわけではないということを、市民の皆さんに 

もっと知っていただきたいです。 

【事務局中川】ウイルスによって、効果のある消毒薬とそう 

でない消毒薬がありますので、新たな感染症が発 

生した場合に、そのウイルスに対してどの消毒薬 

が効果あるのかといったことについて、市民の方 

へ正しい情報を提供できるようにしていきたい 

と思います。 

【桜井会長】それでは、本日いただいた意見をもとにみよし

市新型インフルエンザ等対策行動計画についても

改定を進めてください。本日の議題は以上となりま

す。ありがとうございました。 

【事務局 井川保険健康課長】ありがとうございました。    

以上で令和８年度第１回みよし市保健対策推進協議

会を終了いたします。次回の開催は令和８年８月２

６日（水）を予定しております。ありがとうござい

ました。 

 



 


